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平成 23 年 5 月 20 日 

各      位 
会 社 名 丸 八 証 券 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 駒林 秀雄

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 8700）
問合せ先 執行役員マネジメント本部ＩＲ担当 

  山田 寿男

電 話 052－307－0850 

 
 

資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年5月20日開催の取締役会において平成23年6月25日開催予定の第69期定時株主総会に、

下記のとおり資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 
1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的 
これまでに生じました損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質の健全化を図りかつ今後の機動的、

柔軟な資本政策により将来の配当を可能とするためであります。 
 

2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領 
会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の減少を行おうとするものであ

ります。資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少させ、それぞれその他資本剰余金及び繰越利益剰

余金に振り替えるものであります。 
(1) 減少すべき資本準備金及び利益準備金の額 

資本準備金      1,629,043,292 円のうち 1,383,552,382 円 
利益準備金       503,860,000 円 

(2) 増加する剰余金の項目とその額 
その他資本剰余金   1,383,552,382 円 
繰越利益剰余金     503,860,000 円 

 
3. 剰余金の処分の要領 
会社法第 452 条の規定に基づき、上記の利益準備金の繰越利益剰余金への振替後のその他資本剰余金及

び別途積立金で繰越利益剰余金を増加させ、同額分の欠損を補填するものであります。 
(1) 減少する剰余金の項目とその額 

その他資本剰余金   1,367,818,021 円 
別途積立金       247,607,240 円 
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(2) 増加する剰余金の項目とその額 
繰越利益剰余金  1,615,425,261 円 

 
4. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の日程 

(１) 取 締 役 会 決 議 日   平成 23 年 5 月 20 日（金曜日） 

(２) 株 主 総 会 決 議 日   平成 23 年 6 月 25 日（土曜日）（予定） 

(３) 効 力 発 生 日   平成 23 年 6 月 25 日（土曜日）（予定） 

なお、本件は会社法第 449 条第 1 項但し書きの要件に該当するため、債権者異議申述の手続きは発生

いたしません。 

 

5. 今後の見通し 
本件は、純資産の部の勘定の振替となりますので、当社の純資産額に変動はなく、当社の業績に与える

影響はありません。 
なお、上記内容につきましては、平成 23 年 6 月 25 日開催予定の第 69 期定時株主総会において承認可

決されることを条件といたします。 
 

以 上 

 


